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        銀行系のコンサルティング会社として
お客様の課題解決をサポートし、
お客様とともに成長したい。

            
        
    



    
    

    
            
                
                    


                    ※以下の資料は株式会社栃木銀行のニュースリリースです。
                

            

    

    
    
    
            
                    
                                                        
                                        2023/07/14（金）　
株式会社デーリィーファーム富士山への出資のお知らせ（とちぎん農業法人２号 ファンド）                                    

                                                        
                                        2023/01/05（木）　
とちぎ地域活性化２号ファンドの設立について                                    

                                                        
                                        2022/09/28（水）　
フトン巻きのジロー株式会社への出資のお知らせ（とちぎ地域活性化ファンド）                                    

                                                        
                                        2022/05/30（月）　
サイトウＦファーム株式会社への出資のお知らせ（とちぎん農業法人２号ファンド）                                    

                                                        
                                        2021/04/28（水）　
株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティングにおける「認定経営革新等支援機関」の認定取得と事業開始について                                    

                                        
            

    

    

    
            
                
                    
                

            

    



    
    

    
            
                
                    
                

                
                    
                    
                    
                

            

    



		
            	
                
                        

                        

                    

                        
                                
                                    
                                        企業のライフステージに応じたサービスを提供します

                                        独創的なビジネスプランや卓越した技術力を有しているものの、創業期や成長期にある企業の多くは事業を安定させるまでに様々な資金ニーズが発生します。当社は、そのライフステージに応じた「株式引受による出資」にて地域企業の育成・支援に貢献して参ります。

                                    

                                

                                
                                    
                                        
                                    

                                    
                                        
                                    

                                

                                
                                    
                                        投資からEXITまでのフロー
                                        
                                    

                                

                        


                    


                

            
	
                
                        

                        

                    

                        
                                
                                    
                                        事業計画は経営者が目指す経営を実現するためのロードマップです。

                                        「自社はこのような会社でありたい。」「このようなサービスを提供したい。」という目標を実現できるよう、と経営環境と経営実態のギャップを修正していきます。当社はお客様の目標実現に向けて、事業計画策定をサポートいたします。

                                    

                                    
                                        計画策定フロー
                                        
                                    

                                    
                                        国が認定する経営革新等支援機関※１（認定支援機関）の支援を受けて経営改善計画策定等をする場合、認定経営革新等支援機関に対する支払費用の一部を国が補助する支援事業が活用できます。

                                        ※１  中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等できるよう、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者であって、国が認定した公的な支援機関です

                                    

                                    
                                        経営改善計画策定支援（通称：405事業）
                                    


                                    支援の概要


                                    
                                        通常枠

                                        金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。

                                        中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3（上限額は以下参照）を中小企業活性化協議会が負担します。

                                        （中小企業庁HPより引用）

                                        

                                        中小版GL枠

                                        事業者が、金融支援を伴う本格的な事業再生または廃業のために、中小版GL（中小企業の事業再生等に関するガイドライン）に基づく計画を策定する場合には、事業・財務の状況に関する調査分析（DD）や計画策定が必要になります。

                                        本事業（中小版GL枠）では、これを促すため、DD・計画策定支援・その後の伴走支援に要する費用（認定経営革新等支援機関である専門家への報酬）の２/３を中小企業活性化協議会が負担します。

                                        （中小企業庁HPより引用）

                                    


                                    支援の内容


                                    
                                        DD・計画策定支援

                                        ・ 現状を分析し課題を明確化し対応策を検討する。

                                        ・ 今後の計画と実現に向けたアクションプランの検討。

                                        ・ 金融支援を受けて資金繰りの安定を図る。

                                        

                                        伴走支援

                                        ・ 計画内容に応じた期間、認定支援機関等による伴走支援を実施。
                                    


                                    支援の対象者


                                    
                                        金融支援を伴う本格的な経営改善計画の取組みが必要な中小企業・小規模事業者

                                        

                                        自ら経営改善計画を策定することが難しい中小企業・小規模事業者

                                    


                                    支援の流れ


                                    
                                        フェーズ１　ご面談

                                        本制度の活用の流れや、当社の支援範囲をご確認いただき、ヒアリングを通じて経営改善計画の策定の方向性を取りまとめます。
                                        

                                        フェーズ２　経営改善計画策定支援の利用申請

                                        利用申請書を作成し、中小企業活性化協議会へ提出します。
                                        

                                        フェーズ３　経営改善計画の策定

                                        「経営改善計画書」を策定し、その後、バンクミーティングの開催等により、全ての金融機関から、リスケなどの金融支援の合意形成を行います。
                                        

                                        フェーズ４　計画策定に対する費用申請・支払

                                        計画策定に対する費用につきましては、３分の１を貴社へご請求させていただきます。

                                        残金３分の２につきましては、モニタリング実施後、中小企業活性化協議会において、申請が適切と判断された場合、当社へ支払われます。
                                        

                                        フェーズ５　伴走支援

                                        経営改善計画書に基づき、計画書策定から3年間、伴走支援を行います。
                                        

                                        フェーズ６　伴走支援に対する費用申請・支払

                                        伴走支援に対する費用につきましては、３分の１を貴社へご請求させていただきます。

                                        残金３分の２につきましては、モニタリング実施後、中小企業活性化協議会において、申請が適切と判断された場合、当社へ支払われます。
                                    


                                    
                                        支援に関する対象経費・補助率等
                                        
                                    


                                

                        


                    

                    
                    


                

            
	
                
                        

                        

                   

                       
                                
                                    
                                        栃木銀行グループが永年培ってきた「目利き力、ネットワーク、情報」等をもとに、お客様の経営課題解決を支援します。

                                        サービス概要

                                    

                                    
                                        
                                        ■ 解決テーマを設定し、データ収集分析～施策検討～計画策定まで、専門性の高い人材が伴走支援します。

                                        ■ 計画策定後、月次で施策実行や効果検証を行い、お客様が自ら実践できる体制支援を行います。
                                        


                                    

                                

                                
                                    
                                        具体的な事例

                                    

                                    
                                        
                                        ■ No.1 小売業	POSデータによる売上高分析、店舗別損益管理の導入支援、

                                         固定費見直し支援、販路紹介

                                                

                                        ■ No.2 運送業	事業承継および後継者育成支援、車輌投資計画策定

                                        

                                        ■ No.3 建設業	資金繰り管理支援、原価管理の導入支援、後継者育成支援、営業支援
                                        


                                    

                                

                                
                                    
                                        課題解決支援フロー
                                        
                                    

                                    
                                        
                                    

                                

                        


                    

                    
                    


                

            
	
                
                        

                        

                    

                        
                                
                                    
                                        新製品の開発や設備投資の際に活用検討すべき制度です。

                                        補助金とは、国や地方公共団体などが政策目的を達成するために、その目的に合った事業を実施する事業者に対し原則返済不要の資金を補助する制度です。新製品の開発や設備投資などをする際、事業計画に適した各種補助金を活用することで、資金負担を軽減できる大きなメリットがあります。当社では、事業の成功に向けて補助金の選択から申請までサポートいたします。

                                    

                                    
                                        
                                            補助金活用のメリット
                                        

                                        
                                            
                                            資金負担の軽減

                                            対外的信用力の向上

                                            事業の前進
                                        


                                    

                                

                                
                                    
                                        補助金申請フロー
                                        
                                    

                                

                        


                    

                    
                    


                

            


		

    


    
    

    
            
                
                    
                

            

    


    
            
            
                私たちの想い

                弊社は、栃木銀行グループのファンド機能を有するコンサルティング会社です。

                栃木銀行は昭和17年創業以来、地域金融機関として地元経済、お客様の成長・発展のお手伝いをして参りました。

                しかし、経営やビジネスは近年多岐にわたり複雑化しており、新たな課題が次々と生まれております。

                そのような社会情勢を背景に、弊社はお客様の課題に対し、財務面・事業面の両面からサポートするため、

                栃木銀行グループとしてのノウハウ・顧客ネットワークを駆使し、課題解決ならびに成長支援に携わることで、

                地域経済の発展に寄与したいと考えております。

            

        

    




    
        
            会社概要

            商号

            株式会社とちぎんキャピタル&コンサルティング

        

        
            本店住所

            栃木県宇都宮市松が峰一丁目3番20号とちぎんビル別館

        

        
            電話番号

            028-689-9696

        

        
            FAX番号

            028-689-9697

        

        
            事業内容

            投資業務
経営及び財務に関するコンサルティング業務

        

        
            所有資格

            経済産業省認定　経営革新等支援機関

        

        
            資本金

            1,000万円

        

        
            設立年月日

            平成26年10月17日

        

        
            代表取締役

            有田 克彦

        

        
            株主

            株式会社栃木銀行、株式会社とちぎんリーシング
株式会社とちぎんカード・サービス、栃の木地所株式会社
栃木実業株式会社

        

    


	
	
	
	
	
	
	


    
        
            企業沿革

            2014年10月17日

            「とちぎんキャピタル」設立

            2015年2月1日

            「とちぎ地域活性化ファンド」共同組成

            2015年3月27日

            「とちぎん農業法人ファンド」共同組成

            2021年2月26日

            「経営革新等支援機関」認定

            2021年6月25日

            「とちぎん農業法人2号ファンド」共同組成

            2021年10月1日

            「とちぎんキャピタル＆コンサルティング」へ社名変更

            2023年1月5日

            「とちぎ地域活性化2号ファンド」共同組成

        

    



    
        
            栃木銀行グループ

            株式会社栃木銀行

            株式会社とちぎんカード・サービス

            株式会社とちぎんリーシング

            株式会社とちぎんビジネスサービス

            株式会社とちぎん集中事務センター

            とちぎんTT証券株式会社

            株式会社クリーンエナジー・ソリューションズ

        

    


    
            
                
                    
                

                
                    
                

            

    




    




    
    
        
    
            
                
                
                〒320-0807  栃木県宇都宮市松が峰
一丁目3番20号とちぎんビル別館

                
                

            

    

        

    

    





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

